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はじめに
最近はさまざまな医療の分野で、多職種による
連携が進んでいます。産業保健の分野でも、さま
ざまな職種の特性を尊重しながら、多職種で連携
をすすめる重要性が見直され始めています。しか
し、医療における多職種連携を扱っている書籍な
どを見てみると、患者や住⺠などの医療サービス
を受ける側までが多職種連携の輪に含まれている
反面、⻭科医師や⻭科衛⽣⼠がその輪に含まれて
いない場面がしばしば見受けられます。多職種連
携において、⻭科医師や⻭科衛⽣⼠とは連携する
必要がないと考えられているのでしょうか。それ
とも、⻭科医師や⻭科衛⽣⼠と連携する状況が思
い浮かばないのでしょうか。本稿では産業保健の
多職種連携における、口腔保健の役割について考
えてみたいと思います。

産業保健活動に口腔保健は不要なのか?
産業保健は主に労働安全衛⽣法によって規定さ
れており、職域で労働者の健康管理、作業環境の

維持管理、衛⽣教育などが産業医や保健師を中心
に実施されています 1,2)。残念ながら、職域では
一般の⻭科健診や⻭科保健指導などは任意での実
施となっており、労働安全衛⽣法によって義務化
されているのは、酸蝕症などの特殊健診に限定さ
れています 3−5)。その影響なのか、職域における
保健活動に⻭科に関連した内容が取り入れられる
機会は、決して多いとは言えません。海外では、
⻭科疾患対策は公衆衛⽣の重要なテーマであると
認識されている6,7)にもかかわらず!です。
また、現在の職域における保健活動は、メタボ
リックシンドローム、喫煙、メンタルヘルスなど
への対策が主流となっていますが、⻭科医師や⻭
科衛⽣⼠がこれらの活動に他職種と協働して関与
することは比較的少ない傾向にあります。ただし、
いずれの保健活動においても⻭科医師や⻭科衛⽣
⼠が補完できる部分があり 8)、労働者によりよい
保健サービスを提供するためには、⻭科医師や⻭
科衛⽣⼠の関与を検討する余地があると言えま
す。

口腔保健の課題を解決するために
産業保健の場合、⻭科が他職種から連携を求め
られる機会が少ないのは、労働安全衛⽣法の規定
に端を発しているようにも思えます。しかし、そ
れは労働者に対して⻭科的なアプローチを何もし
なくて良い理由にはなりません。⻭科医師や⻭科
衛⽣⼠が関与することで、労働者への保健サービ
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スの質が向上するのであれば、⻭科医師や⻭科衛
⽣⼠は連携に必要なスキルを身につけておき、労
働者や他職種に必要な情報を提供すべきです。
たとえば近年、退職前後の年代の労働者は口腔
保健上の問題を抱えがちであり、⻭科健診を受け
ておくべきだったと後悔している人が多いと報告
されています 9)。これは産業保健で対策を講じる
べき課題のひとつですが、産業医や保健師だけで
なく、口腔保健の専⾨家である⻭科医師や⻭科衛
⽣⼠も一緒になって対策を考えた⽅が良いことは
容易に想像がつきます。
特に一億総活躍社会においては、今まで退職す
るはずの年齢であっても労働者として働くことが
求められるため10)、今まで以上に産業保健におけ
る健康管理の守備範囲が広くなることが予測され
ます。厚⽣労働省でも新しい産業保健のシステム
について、現在、検討を⾏っているようです 11)。
この会議の委員に口腔保健の専⾨家は含まれてい
ませんが、職域における口腔保健上の課題がその
まま放置されることだけは避けるべきです。

これからの産業保健の発展に向けて
産業保健を効率的・効果的に進めるためには、

産業医と保健師だけでなく、産業保健に関わるさ
まざまな職種の特⻑を活かした連携が必要です。
従来の産業保健では、そのような連携を多職種で
考える機会がほとんどありませんでした。
最近、⽇本産業衛⽣学会関東地⽅会では、多職
種連携若⼿の会が活動を開始しました12)。産業医、
保健師以外にも⻭科医師、衛⽣工学衛⽣管理者、
臨床心理⼠、管理栄養⼠、理工系技術者などが世
話人となり、産業保健における新しい連携のあり
⽅について検討を始めたところです。今年の1⽉
には東京慈恵会医科⼤学において、第一回参加型
研究会が開催される予定であり、「多職種連携に
期待されること」をテーマした自由討論が実施さ
れます。この研究会はテーマを決めて、今後も継
続的に開催する予定です。
この多職種連携若⼿の会が、意識の⾼い人たち
の理想で終わってしまうのか、それとも産業保健

の連携の枠組みを変えていくのかは、今後の活動
にかかっています。⻭科は現⾏の産業保健におけ
る多職種連携に含まれていないことも多く、労働
者の⻭科保健の推進のためにも、他職種への⻭科
保健関連の情報発信や、職種間で相互の情報を共
有化することが望まれます。
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